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犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市をつくる条例（平成１８年条例第３８号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、本市において市民及び観光客等の本市を訪れる者 が犯罪に

遭わないこと並びに本市において犯罪を発生させないことを目指した取組を行う

ために必要な事項を定めることにより、本市における犯罪の防止及び再犯の防止

等を図り、もって安全で安心なまち熊本市を実現する ことを目的とする。 

第１条 この条例は、本市において市民及び観光客等の本市を訪れる人々が犯罪に

遭わないこと並びに本市において犯罪を発生させないことを目指した取組を行う

ために必要な事項を定めることにより、本市における犯罪の防止に努め    

    、もって安全で安心なまち熊本市の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 市民 本市の区域内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

(2) 事業者等 本市の区域内で事業を営む者又は活動するもの（第４条第３項第

２号に規定する団体を含む。）をいう。 

(3) 安全安心まちづくり 市民及び観光客等の本市を訪れる者が犯罪に遭うこ

となく安全に安心して過ごし、及び滞在することができるまち熊本市をつくる

ことをいう。 

(4) 協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場に立ち、役割と責任を担い、

協力することをいう。 

(5) 犯罪をした者等 犯罪をした者又は非行少年（非行のある少年をいう。以下

同じ。）若しくは非行少年であった者をいう。 

 

(6) 再犯の防止等 犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非

行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐこと

を含む。）をいう。 

(7) 学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校及び専修学

校、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福祉施設その他

（基本理念等） 

第２条 この条例の目的を達成するため、市、市民及び事業者は、それぞれの立場

で安全安心まちづくりに関する活動を積極的に推進するとともに、協働により安

全安心まちづくりに取り組むものとする。 

２ 市は、この条例の目的をより効果的に達成するため、特に市民の身近な場所又

は繁華街等で発生する犯罪及びこれらを誘発させる行為の発生を重点的に防止す

るための施策を行うものとする。 

３ この条例は、本市における事務として処理することができる限度において適用

しなければならない。 

補足資料２ 
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規則で定めるものをいう。 

(8) 児童生徒等 学校等に通園し、又は通学する幼児、児童、生徒及び学生をい

う。 

(9) 学校等設置管理者 学校等を設置し、又は管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び事業者等は、それぞれの立場で安全安心まちづくりに関する

活動を積極的に推進するものとする。 

２ 安全安心まちづくりは、市、市民及び事業者等の多様な主体の協働により取り

組むものとする。 

３ 安全安心まちづくりは、犯罪をした者等が社会において孤立することのないよ

う配慮して行うものとする。 

 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 安全安心まちづくり 市民及び観光客等の本市を訪れる者が安全に安心し

て過ごし、及び滞在することができるまち熊本市をつくることをいう。 

(2) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

(3) 事業者 市内で事業を営み、又は活動するものをいう。 

(4) 協働 それぞれが対等な立場で役割と責任を担い、相互に特性等を尊重し、

補完し、及び協力することをいう。 

(5) 学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校及び専修学

校、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福祉施設その他

規則で定めるものをいう。 

(6) 児童生徒等 学校等に通園し、又は通学する幼児、児童、生徒及び学生をい

う。 

(7) 学校等設置管理者 学校等を設置し、又は管理する者をいう。 

(8) 自転車等 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進

に関する法律（昭和５５年法律第８７号）第２条第２号に規定する自転車等を

いう。 

（市の責務） （市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、安全安心まちづくりに関する次に

掲げる施策を実施するものとする。 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、安全安心まちづくりに関する次に

掲げる施策を実施するものとする。 

(1) 市民及び事業者等に対して行う犯罪の防止及び再犯の防止等に関する意識 (1) 市民及び事業者の意識の啓発 
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の啓発 

(2) 犯罪の防止及び再犯の防止等に関し市民又は事業者等が行う自主的な活動

への助言その他の支援 

(2) 市民及び事業者が行う自主的な活動への助言その他の支援 

(3) 市民及び事業者等との必要な協力体制の整備 (3) 市民及び事業者との必要な協力体制の整備 

(4) 安全安心まちづくりに資する生活環境の整備 (4) 安全安心まちづくりに資する生活環境の整備 

(5) その他必要な施策 

２ 市は、この条例の目的をより効果的に達成するため、特に市民の身近な場所及

び繁華街等において、犯罪及びこれを誘発させる行為の防止並びに再犯の防止等

に関する施策を重点的に実施するものとする。 

 

(5) その他必要な施策 

【新設】 

３ 市は、前２項に規定する施策の実施に当たっては、次の事項に留意するものと

する。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

(1) 警察その他関係行政機関との連絡調整を緊密に行うこと。 (1) 警察その他関係行政機関との連絡調整を緊密に行うこと。 

(2) 安全安心まちづくりに関する自主的な活動を行う団体との連携を図ること。 (2) 安全安心まちづくりに関する自主的な活動を行う団体との連携を図ること。 

（市民の責務） （市民の責務） 

第５条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うよう努め

るものとする。 

第５条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うよう努め

るものとする。 

(1) 安全安心まちづくりに関する理解を深めること。 (1) 安全安心まちづくりに関する理解を深めること。 

(2) 防犯意識を持ち自らの安全を確保すること。 

 

(3) 地域における安全安心まちづくりに関する活動に取り組むこと。 

(2) 施錠等の安全対策を励行する等自らの安全を確保すること。 

【新設】 

(4) 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力すること。 (3) 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力すること。 

（事業者等の責務） （事業者の責務） 

第６条 事業者等は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うよう

努めるものとする。 

第６条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うよう努

めるものとする。 

(1) 事業を営む者にあっては、事業所内又はその周辺の地域における犯罪の防止 (1) 事業所内及びその周辺の地域における犯罪の防止を図るために必要な措置
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を図るために必要な措置を講ずること。 

(2) 地域における安全安心まちづくりに関する活動に取り組むこと。 

(3) 安全安心まちづくりに関する自主的な活動を行う団体にあっては、同様の活

動を行う他の団体との連携を図ること。 

を講ずること。 

 

【新設】 

 

【新設】 

(4) 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力すること。 (2) 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力すること。 

 

【削る】 

 

（安全安心まちづくり旬間） 

第７条 市は、市民の安全安心まちづくりに関する意識の啓発及び犯罪の防止に資

するため、規則で定めるところにより、安全安心まちづくり旬間を設けるものと

する。 

（推進計画） （推進計画） 

第７条 市は、安全安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、推進計画を定めるものとし、必要に応じ、適切な見直しを行うものとする。 

第８条 市は、安全安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、推進計画を定めるものとし、必要に応じ、適切な見直しを行うものとする。 

（情報の提供等） （情報の提供等） 

第８条 市は、学校等及び警察その他関係機関との連携を図りつつ、犯罪の防止及

び再犯の防止等に関する必要な情報の提供及び広報啓発活動に努めるものとす

る。 

第９条 市は、規則で定めるところにより、安全安心まちづくりに関し必要な情報

の提供及び広報啓発活動に努めるものとする。 

（指導者の育成） （指導者の育成） 

第９条 市は、市民及び事業者等の安全安心まちづくりに関する自主的な活動を支

える指導者を育成するよう努めるものとする。 

第10条 市は、市民及び事業者の安全安心まちづくりを推進するための自主的な活

動を支える指導者を育成するよう努めるものとする。 

【削る】 

 

（安全安心まちづくりモデル地域） 

第11条 市長は、安全安心まちづくりを推進するため、規則で定めるところにより、

安全安心まちづくりモデル地域を指定することができる。 

２ 市は、前項の安全安心まちづくりモデル地域における活動で良好と認められる

ものについては、第９条に規定する情報の提供及び広報啓発活動を通じて、当該

活動に関する事項の周知に努めるものとする。 
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（児童生徒等の安全対策） （児童生徒等の安全対策） 

第10条 市は、学校等における児童生徒等の安全を確保するため、次に掲げる施策

が推進されるよう努めるものとする。 

第12条 市は、学校等における児童生徒等の安全を確保するため、次に掲げる施策

が推進されるよう配慮するものとする。 

(1) 市が設置した学校等における不審者の侵入その他事件等に迅速かつ的確に

対応するための安全管理体制の整備を行うよう努めること。 

(1) 市が設置した学校等における不審者の侵入その他事件等に迅速かつ的確に

対応するための安全管理体制の整備を行うよう努めること。 

(2) 市が設置した学校等における敷地において環境整備を行うよう努めること。 (2) 市が設置した学校等における敷地において環境整備を行うよう努めること。 

２ 市は、児童生徒等の保護者、地域の市民及び事業者等並びに警察その他関係行

政機関との協働により、通学路、公園、広場等の安全対策に努めるものとする。 

２ 市は、児童生徒等の保護者、地域の団体、住民及び事業者並びに警察その他関

係行政機関との協働により、通学路、公園及び広場等の安全対策に努めるものと

する。 

３ 市は、市以外の学校等設置管理者が前２項に準ずる施策を推進しようとすると

きは、必要な情報の提供、助言等を行うよう努めるものとする。 

３ 市は、市以外の学校等設置管理者が前２項に準ずる施策を推進しようとすると

きは、必要な情報の提供、助言等を行うよう努めるものとする。 

４ 市は、児童生徒等が犯罪に遭わないよう、安全に関する教育の充実その他の安

全対策に関する施策を推進するよう努めるものとする。 

４ 市は、児童生徒等が犯罪に遭わないよう、安全に関する教育の充実その他の安

全対策に関する施策を推進するよう努めるものとする。 

（児童生徒等の非行防止） （児童生徒等の非行防止） 

第11条 市は、学校等設置管理者、児童生徒等の保護者、地域の市民及び事業者等

並びに警察その他関係行政機関との協働により、児童生徒等の健全育成を図るた

めの啓発活動及び街頭での声かけを実施する等児童生徒等の非行防止に努めるも

のとする。 

第13条 市は、学校等設置管理者、児童生徒等の保護者、地域の団体、住民及び事

業者並びに警察その他関係行政機関との協働により、児童生徒等の健全育成を図

るための啓発活動及び街頭での声かけを実施する等児童生徒等の非行防止に努め

るものとする。 

（高齢者、障害者等への安全対策等） （高齢者、障害者等への安全対策等） 

第12条 市は、高齢者、障害者その他特に安全確保上の配慮を要する者（以下この

条において「高齢者等」という。）及び高齢者等の日常生活の支援に関わる者に

対して、高齢者等が犯罪の被害者とならないための必要な知識及び情報を提供す

るよう努めるものとする。 

第14条 市は、高齢者、障害者その他特に安全確保上の配慮を要する者（以下この

条において「高齢者等」という。）及び高齢者等の日常生活の支援に関わる者に

対して、高齢者等が犯罪の被害者とならないための必要な知識及び情報を提供す

るよう努めるものとする。 

（安全安心パトロール） （安全安心パトロール） 

第13条 市は、市民、事業者等及び警察との協働により、安全安心まちづくりを推

進するためのパトロールを効果的に実施するよう努めるものとする。 

第15条 市は、市民、事業者等及び警察との協働により、安全安心まちづくりを推

進するためのパトロールを効果的に実施するよう努めるものとする。 
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２ 市民又は事業者等が自ら安全安心まちづくりを推進するためのパトロールを実

施するときは、市は、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。 

２ 市民、事業者等が自ら安全安心まちづくりを推進するためのパトロールを実施

するときは、市は、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。 

（施設等の整備等に関する助言等） 

第14条 市は、犯罪の防止に配慮した施設等の整備及び管理に関し、必要な情報の

提供、助言その他の支援を行うよう努めるものとする。 

 

【削る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削る】 

 

【新設】 

 

 

（施設等の整備等に関する助言等） 

第16条 市は、次に掲げる者が安全に配慮した構造又は設備を要する施設等の整備

をし、及び管理をするために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよう努

めるものとする。 

(1) 公共施設を設置し、管理し、又は所有する者 

(2) 共同住宅を設置し、管理し、又は所有する者 

(3) その他特に安全確保のための配慮を要する施設等を設置し、管理し、又は所

有する者 

（商業施設等の整備等に関する助言等） 

第17条 市は、次に掲げる者が安全に配慮した構造又は設備を要する商業施設等の

整備をし、及び管理をするために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うよ

う努めるものとする。 

(1) 深夜（午後１０時から翌日の午前６時までの間をいう。）において営業する

店舗で小売業を営む者 

(2) 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）に規定する大規模小売店

舗において事業を営む者 

(3) その他安全上の配慮を要する商業施設を営む者 

(4) 自動販売機を設置し、又は管理する者 

（健全で魅力ある繁華街等の形成） 

第18条 健全で魅力ある繁華街等の形成に資するため、市は、市民、事業者及び警
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察その他関係行政機関との連携及び協働により、繁華街等における違法行為の防

止に資するパトロール、広報啓発活動等の必要な施策を行うよう努めるものとす

る。 

２ 前項のパトロール等を行うに当たっては、次の行為に関して重点的にパトロー

ル等を行うものとし、当該行為が発生していると認める場合又は発生するおそれ

があると認める場合は、当該行為が違法であること又はそのおそれがあることを

指摘することにより注意を促すこと、警察等に通報を行うこと等による対処を行

うものとする。 

(1) 通行の妨げ等になる違法と認められる看板等の設置、表示等 

(2) 自転車等及び自動二輪車の違法と認められる放置行為 

(3) 歩行者用道路への違法と認められる自転車等及び自動二輪車の乗り入れ 

(4) 違法と認められる客引き行為 

(5) 違法と認められる金融業者の宣伝行為 

(6) 違法と認められる落書き 

（熊本市犯罪のない安全安心まちづくり推進協議会の設置） （熊本市安全安心まちづくり推進協議会の設置） 

第15条 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策の総合的な活動の推進を

市民、事業者等及び警察その他関係行政機関と図るため熊本市犯罪のない安全安

心まちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

第19条 本市が実施する安全安心まちづくりに関する施策の総合的な活動の推進を

市民、事業者及び警察その他関係行政機関と図るため、熊本市安全安心まちづく

り推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会の委員は、３０人以内とし、市長が委嘱する。 ２ 協議会の委員は、３０人以内とし、市長が委嘱する。 

３ 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

３ 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

４ 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 ４ 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） （委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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